
桜井地区老朽配水管布設替工事（その２）に係る制限付き一般競争入札実施要領 

 

 桜井地区老朽配水管布設替工事（その２）に係る制限付き一般競争入札は、下記の内容により

実施します。 

１ 件 名 桜井地区老朽配水管布設替工事（その２） 

２ 公 告 の 日  令和８年５月２５日 島本町告示第   号 

３ 工 期 工事請負契約締結日翌日 から 令和９年３月２６日 

４ 工 事 場 所  大阪府三島郡島本町桜井二丁目地内外 

５ 予 定 価 格 金 226,990,000 円（税抜き） 

６ 工 事 種 別 管工事 

７ 工 事 概 要 配水管 

DIP-GX φ600 L=6.8m 

DIP-GX φ500 L=1.8m 

DIP-GX φ450 L=213.1m 

DIP-GX φ300 L=8.9m 

DIP-GX φ200 L=225.9m 

DIP-GX φ150 L=22.2m 

DIP-GX φ100 L=18.9m 

DIP-GX φ75 L=7.0m 

HPPE φ75 L=0.8m 

HPPE φ50 L=53.7m 

仮設配水管 一式 

給水装置 4 箇所 

舗装復旧工 A=2540 ㎡ 

８ 入 札 回 数 １回 

９ 入 札 方 式 低入札価格調査制度（失格基準を設定） 

※低入札価格調査基準価格及び失格基準価格は事後公表 

※留意事項等は、別紙「島本町が執行する入札に係る低入札

価格調査制度に関する留意事項等」を参照してください。 

10 落 札 者 の 決 定 方 法 ⑴ 予定価格以下の入札価格のうち、最低の価格をもって入札

した者を落札者とします。 

⑵ 最低の価格をもって入札した者が複数者ある場合は、くじ

引きにより、落札者を決定します。なお、入札者は、くじ引

きを辞退できません。 

⑶ 失格基準価格を下回る入札者は失格とします。 

⑷ 低入札価格調査基準価格を下回る入札があった場合の落札



者の決定については、別紙「島本町が執行する入札に係る低

入札価格調査制度に関する留意事項等」を参照してください。 

11 入 札 結 果 に つ い て  落札者の決定後に、件名、入札額、入札参加者、低入札価格調

査基準価格及び失格基準価格等を公表します。なお、入札不調

等の場合は、入札額、入札参加者、低入札価格調査基準価格及

び失格基準価格は公表しません。 

また、入札参加者に対しては、開札場所で、入札結果を発表

します。ただし、入札が保留となった場合は、別途お知らせし

ます。 

12 入 札 参 加 資 格 本件の入札に参加できる者は、下記の全ての要件に該当する

者とします。 

⑴ 令和８・９・１０年度島本町建設工事入札参加資格者とし

て登録があり、告示日時点で管工事を希望業種としてい

ること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定に該当しない者であること。 

⑶ 島本町建設工事請負業者指名停止要領に基づく指名停止

の措置を受けていない者であること。 

⑷ 島本町暴力団排除条例（平成２６年条例第８号）第２条

第１項第１号から第３号に該当しない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生

手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。 

⑹ 管工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を

受け、島本町又は高槻市に本社（本店）、支店若しくは営業

所等を置いており、島本町水道事業給水装置工事事業者と

して指定をうけていること。 

⑺ 管工事について、建設業法第２７条の２３の規定による

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（※有効な

最新のもの）の総合評定値（Ｐ点）が１０６９点以下である

こと。 

⑻ 過去１０年間（平成２８年４月１日から令和８年３月 

３１日までの間）に、元請業者として、国又は地方公共団体

又は独立行政法人（※）が発注する管工事の受注実績があ

り、これらをすべて誠実に履行したものであること。 



⑼ 共同企業体による参加は認めない。 

⑽ 当該工事に予定する専任の監理技術者又は主任技術者が

建設業法第２６条に基づき、適正に配置できること。 

13 入 札 参 加 申 請 

の 受 付 期 間 

告示日から令和８年６月５日正午（必着） 

※書留郵便のみ受付します。 

14 入 札 参 加 申 請 

に 必 要 な 書 類 

入札参加資格を満たす事業者で、本件の入札に参加を希望さ

れる場合は、次の⑴から⑹の書類等を入札参加申請の受付期間

内に提出してください。なお、提出は、郵送のみ受付します。郵

送時は、別紙「制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の郵

送方法」を確認のうえ、提出してください。 

⑴ 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 

⑵ 誓約書 

⑶ 配置予定技術者届出書（※要別途添付書類） 

⑷ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

⑸ 確認通知及び入札に係る資料を郵送する封筒（角形２

号）。 

※６２０円分の切手を添付し、返信先の住所、会社名、部

課名等を記入したもの。 

 ⑹ 入札参加資格⑻の実績がわかるもの。 

   ・コリンズ（写し可）、契約書の写し 等 

15 入 札 参 加 資 格 

の 確 認 結 果 

入札参加申請を行った事業者に対して、令和８年６月１２日

（予定）までに制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書

（以下「確認結果通知書」という。）を郵送で送付します。 

※ 参加資格有として確認結果通知を行った後、本件の入札

参加資格の要件を満たさないこととなった場合は、参加資

格無として取り扱うこととし、入札に参加することはでき

ません。また、入札執行までに再度要件を満たすこととな

った場合も入札に参加できません。 

16 設 計 図 書 等 の 配 布 確認結果通知書の送付時に同封します。 

17 内 容 等 質 問 日 確認結果通知書が到着した日から令和８年６月１９日午後３

時まで 

質問の方法等は、確認結果通知の送付時にお知らせします。 

18 回 答 方 法 等 令和８年６月２３日までに島本町ホームページに掲載しま

す。 

19 入 札 書 の 提 出 方 法 入札書の提出は、郵送のみとします。入札書は、本町指定の

様式を使用し、別紙「郵送による入札書の提出方法」に従って、



提出してください。 

なお、入札書の記載に関する注意事項は以下のとおりです。

⑴ 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の１１    

０分の１００に相当する金額としてください。 

⑵ 入札書の記載等については、必ず本町の入札参加資格申請 

の申請者の内容（※受任者を設けている場合は受任者の内容） 

を記載し、使用印鑑を押印してください。（代理人の記載、押 

印は不要です。） 

⑶ 入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできま 

せん。 

⑷ 入札書に不備等がある場合は、無効となる場合があります。 

20 入 札 書 の 提 出 期 限 令和８年６月３０日から令和８年７月２日に発送してくださ

い。また、配達指定日を令和８年７月７日に指定した書留郵便

による応札のみ受付いたします。 

上記の期間以外に発送した入札書又は配達指定日以外に届い

た入札書は、無効とします。 

21 入 札 の 場 所 島本町役場 1 階 第 2 多目的室 

22 入 札 の 日 時 令和８年７月１４日 午前１０時００分から 

入札に参加する事業者は、入札の場所に以下の書類等を持参

してください。 

なお、上記の日時に遅れた場合や以下の書類等を持参しない

場合、入札書を無効とし、失格として取り扱います。 

※ 入札の場所に入場できる者は、２名までとします。 

代表者（受任者を設けている

場合は受任者）が自ら入札に

参加する場合 

⑴ 確認結果通知書（原本） 

⑵ 工事費内訳書 

⑶ 入札保証金納付済証（免 

除の場合は、入札保証保険

証券等） 

⑷ 本町に登録の使用印鑑 

 

代理人が入札に出席する場合 

⑴ 確認結果通知書（原本） 

⑵ 工事費内訳書 

⑶ 入札保証金納付済証（免除 

の場合は、入札保証保険証券

等） 

⑷ 委任状（本町に登録の使用 

印鑑及び代理人の印鑑双方

を押印したもの。） 

⑸ 委任状に押印されている 

代理人の印鑑 

23 入 札 保 証 金 別紙「入札保証金に関する留意事項」を参照し、入札保証金

の納付等に関する手続きを行ってください。 



24 契 約 保 証 金 落札者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契

約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付、又は提供してく

ださい。ただし、財務規則第１１７条各号の規定の適用を受け

る場合は、契約保証金の納付を免除する場合があります。 

その他、契約保証金の納付及び還付等に関する手続きについ

ては、工事担当課の指示に従ってください。 

 

25 契約条項を示す場所 

及 び 期 間 

告示日から入札の日まで、島本町ホームページに掲載します。 

26 契 約 書 の 作 成 契約の締結に当たり、本町が指定する契約書への記名押印が

必要となります。 

27 支 払 条 件 請負代金は、検査が完了し、履行の確認後、支払請求書を受

理した日から４０日以内に支払うものとします。 

28 前 払 金 前払金の算出方法は、請負代金価格に４０％を乗じて得た金

額（１万円未満の端数を切捨て）とし、前払金の限度額は、２億

円となります。工期が２年度以上にわたる工事に係る前払金の

各年度の支払額は、それぞれ各年度の出来高予定額に応じた額

となります。 

29 部 分 払 なし 

30 書 類 の 提 出 先 等 〒６１８－８５７０  

大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 

島本町役場２階 総務部 財政課 

電 話：０７５－９６２－５４１２ 

ＦＡＸ：０７５－９６２－５１５６ 

31 入 札 の 無 効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とします。 

⑴ 入札参加資格を有しない者のした入札 

⑵ 入札要項に記名押印のない者のした入札 

⑶ 委任状を持参しない代理人のした入札 

⑷ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の

提供をしない者（入札保証金の納付を免除された者を除

く。）のした入札 

⑸ 入札に際して連合その他の不正行為を行ったと認められ

る入札 

⑹ 予定の日時及び場所に提出しない入札 

⑺ 記名押印を欠く入札 

⑻ 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明である入札 



  （※訂正印を押印した場合でも無効） 

⑼ 誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑽ １人が同時に２通以上の入札書をもって行った入札 

⑾ 予定価格を上回る金額でした入札 

⑿ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人

以上の代理をした者の入札 

⒀ 前各号に掲げるもののほか入札に関する条件に違反した

入札 

32 そ の 他 注 意 事 項  入札参加事業者は、上記に掲げるもののほか、下記の事項に

留意してください。 

⑴ その他、本件入札に参加する場合は、告示、入札実施要領、

設計図書等、島本町財務規則及び島本町競争入札心得を熟覧

のうえ、入札に参加してください。 

⑵ 入札及び契約に係る費用については、申請者及び落札者の

負担となります。 

⑶ 本工事の実施にあたっては、紛争が生じないよう、関係住

民に十分説明し、理解を得られるように努めるとともに、紛

争が生じた場合は、請負者の責任において対処してください。

また、事故発生を招かないよう、その防止措置に留意してく

ださい。 

⑷  工事の実施にあたっては、関係法令を遵守してください。 

⑸ 不正の入札の行われるおそれがあると認められるとき、又

は災害その他入札の実施困難な事情が生じた場合は、入札を

中止又は延期することがあります。 

⑹ 現場説明会は行わない。ただし、一般利用者の立ち入る範

囲内において、確認することは差し支えありません。 

 


